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公調委事第８５号 

令和６年４月２４日 

 

  国土交通大臣  斉藤 鉄夫  殿 

  

  

                                公害等調整委員会委員長 

        永 野 厚 郎                                 

 

 

土地収用法による審査請求に対する意見について（回答） 

 

  令和５年７月６日付け（別記）番号をもって意見照会のあった、ダム建設工

事及びこれに伴う道路付替工事（以下「本件事業」という。）に関して、Ａ収

用委員会（以下「処分庁」という。）が令和ａ年ｂ月ｃ日付けでした権利取得

裁決及び明渡裁決（以下「本件裁決」という。）に対するＸ（以下「審査請求

人」という。）からの審査請求について、貴殿から提出された資料等に基づき

検討した結果、公害等調整委員会は次のとおり回答する。 

 

意  見 

 

本件審査請求は、理由がないものと考える。 

 

理  由 

 

１ 審査請求人は、要旨次の事由を主張して、本件裁決の取消しを求めている。

⑴ 本件事業の利水面及び治水面での必要性は認められない。 

ア 本件事業の利水面での必要性に関する水需要予測が過大評価である。

平成ｄ年度予測では、利用量率（水需要量から水源必要量を算出する

際に用いる係数）や負荷率（一日平均給水量/一日最大給水量×100）

を実績に基づかず、水道施設設計指針（2012年厚生労働省）に例示さ

れている考え方の最小値を採用して低く設定することにより水源必要

量や一日最大給水量を過大にするほか、用途別水量（生活用水、業務

営業用水及び工場用水）の予測も過大にしている。保有水源に関して

も、現在取水実績のある慣行水利権による水源を不安定水源として切
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り捨てている。近年の一日平均給水量はｅ㎥/日前後しかなく、Ｂの言

う安定水利権水源合計ｆ㎥/日で十分賄えており、今後も給水人口の減

少が見込まれていることから、給水量の減少は目に見えている。Ｃダ

ムに水源開発しても、その水は使い道がない。 

 

イ 本件事業の治水面での必要性について、Ｄは、Ｅ水系河川整備基本

方針（平成ｇ年ｈ月策定。以下「整備基本方針」という。）において治

水対策の計画規模をｉ（ｊ年に１回の大洪水に対応）とし、Ｅ水系河

川整備計画（平成ｋ年ｌ月策定、平成ｍ年ｎ月変更。以下「整備計画」

という。）においては、Ｆ合流点より下流の計画規模をｉ、基本高水流

量をｏ㎥/秒に設定することにより、治水面の必要性があるとしている。

しかし、整備基本方針策定時に測定した河道状況を対象として想定

氾濫面積を算出すれば、計画規模はｐが妥当となり、Ｃダムは不要と

なる。基本高水流量につき整備計画では、昭和ｑ年ｒ月洪水時の降雨

パターンを採用して流量計算を行っているが、国土交通省の河川砂防

技術基準からすると、これを対象降雨として採用することは不適当で

あり、昭和ｓ年ｔ月洪水型のピーク流量ｕ㎥/秒を採用することとなる

が、Ｄは、ＥのＦ合流点より下流は河道整備が進み、昭和ｓ年ｔ月の

洪水が再来しても安全に流下する計画高水流量ｖ㎥/秒にほぼ対応でき

ていることを明らかにしており、Ｃダムは不要である。 

また、本件事業の治水上の目的は「Ｆ合流点でｗ㎥/秒の洪水をｘ㎥

/秒調節して、ｖ㎥/秒まで落とす」ことにあるが、その費用対効果比

を算定するとｙでしかなく、公共事業として成り立たない。 

 

 

⑵ 本件事業に係る事業認定処分（平成ｚ年ａａ月ａｂ日付けＧ地方整備局

告示第ａｃ号による告示（以下「本件事業認定告示」という。）に係るも

の。以下「本件事業認定」という。）の申請書及び本件事業認定告示のど

ちらも、本件事業の対象地（以下「本件土地」という。）に居住している

ａｄ世帯約ａｅ人の存在に触れず、生活の場を剥奪するなどの人権侵害の

事実、本件事業によって失われる利益を見ておらず、起業者（Ｄ及びＢ）

と事業認定庁（Ｇ地方整備局長）による土地収用法（以下「法」という。）

の適用は違法、違憲である。 

 

⑶ 本件事業認定は、上記⑴及び⑵のとおり、考慮すべきところを考慮せ
か し

ず、考慮してはならないことを考慮したものであり、手続に多数の瑕疵

があって重大かつ明白な瑕疵がある。 
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⑷ 本件事業が不要であることを趣旨とした法第25条に基づく意見募集に

寄せられた意見や法第23条に基づく公聴会で述べられた意見に対して、

事業認定庁は、その内容を検証しなかったから、本件事業認定は無効で

ある。 

法第25条の２は、あらかじめ社会資本整備審議会（以下「社整審」と

いう。）の意見を聴き、その意見を尊重しなければならないと規定してい

るが、その委員は国土交通省が都合良く人選するのであり、中立的な第

三者機関ではない。社整審の運用実態は、透明性、公正性、合理性を欠

くものであり、法の適用において違憲である。 

 

⑸ Ｄ知事は、昭和ａｆ年ａｇ月ａｈ日、Ｃダム建設予定地であるＨ、Ｉ

及びＪ（以下「地元３部落」という。）の各総代との間で覚書（以下「本

件覚書」という。）を取り交わし、本件覚書では、Ｃダム建設に着手する

ためには地元３部落の住民全員の書面による同意を得なければならない

とされていた。ところがＤは、強制収用に向けた本件事業認定の申請を

行い、認定を受けるなど、本件覚書に違反してＣダム建設を強行しよう

としている。 

 

⑹ 本件事業認定の取消しを求める行政不服審査法に基づく審査請求（以

下「本件事業認定に係る審査請求」という。）に関して、審査庁（国土交

通大臣）が本件事業認定に係る審査請求に対する裁決をするに際して、

公害等調整委員会に求めた意見照会に対する回答書（以下「公調委回答

書」という。）において、資料に貯留関数法を用いるのに十分な具体的な

データが明記されていないので、治水目的の当否が判断できず、本件事

業によって得られる公共の利益と失われる利益との比較衡量もできない

と指摘がされている。Ｅ水系の基本高水流量ｏ㎥/秒を科学的に検証する

と過大なものであり、ａｉ㎥/秒程度が妥当である。審査庁は、公調委回

答書の指摘に対応し、本件事業認定に係る審査請求の裁決をするまでは、

本件裁決の執行を停止するとの判断をすべきである。 

 

⑺ 本件事業認定からａｊ年ａｋか月も遅れて行われた本件裁決の時点で
かい

は、水需要は事実と乖離して利水目的が失われている。また、本件事業

は本件事業認定から合計ａｌ年（本件裁決前にａｍ年、本件裁決後にａ

ｎ年）もの工期延長が行われており、法第20条第３号及び第４号を満た

す状況にない。本件裁決は、法第47条又は第１条若しくは第２条に違反
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する。法は、本件事業認定後の合計ａｌ年もの工期延長、本件事業認定

後の時間経過による需要予測と実績との乖離への対応を定めていないか

ら本件事業認定は無効とするしかなく、本件裁決も無効である。 

 
⑻ 本件裁決は、本件土地の地権者と同居者の意思に反して、起業者に収用

地に係る所有権の取得、Ｄ知事に対する代執行請求権を付与するものであ

り、本件土地に居住しているａｄ世帯の人権を侵害している。 

 

⑼ 平成ａｏ年ａｐ月ａｑ日に処分庁の委員が「阻止されたらどんどんブ

ルドーザーを突っ込んで業者を入れさせないと」、「機動隊を入れるかど

ちらか」などと不適切な発言をしたと報道されたから、処分庁の審理判

断は公正さを欠いている。 

 

⑽ 起業者が本件事業認定を申請したときの公約は、「話合いの促進」であ

ったが、それが不可能となったのであるから、処分庁は本件裁決申請の

取下げを勧告すべきであった。 

 

２ そこで、審査請求の理由の有無について判断する。 

⑴ 審査請求人は、本件事業の必要性が認められないこと（前記１⑴）、本

件事業認定による人権侵害があること（同⑵）、本件事業認定は、考慮す

べきところを考慮せず、考慮してはならないことを考慮したもので、そ

の手続に瑕疵があること（同⑶）、本件事業を不要とする意見を事業認定

庁は検証せず、社整審の運用実態は、透明性、公正性、合理性を欠くこ

と（同⑷）、Ｄは本件覚書に反して本件事業認定を受けたこと（同⑸）を

主張する。  

これら審査請求人の主張は、本件事業認定の違法を主張し、その違法

が本件裁決の違法に承継されるとの趣旨であると解される。仮に、本件

事業認定の違法を本件裁決の審理判断の違法の理由として主張する趣旨

ならば、事業認定についての不服は収用委員会の審理とは関係がないも

のとされているから（法第43条第３項、第63条第３項）、当該主張が失当

であることは明らかである。また、審査請求人の上記主張は、本件事業

認定の処分要件ないし手続に関する根幹的な過誤があることを説くもの

ではないことから、重大かつ明白な瑕疵を主張するものであるとは認め

られない。したがって、審査請求人の上記主張は、違法性の承継の主張

であると解するほかない。 

しかし、審査請求において、事業認定の違法が裁決の違法として承継
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されるとの主張ができるかについての当委員会の見解は、別紙のとおり

であり、本件事業認定に対する不服申立てのための手続保障が欠けてい

た等の特段の事情が認められない本件では、違法性の承継を認める必要

はないものと解される。したがって、審査請求人の上記主張は失当であ

る。 

 さらに、審査請求人は、本件事業認定に係る審査請求の際の公調委回

答書の指摘（データ不足により治水目的の当否が判断できない。）を引用

して審査庁は本件裁決の執行停止をすべきであったとの主張をしている

が（前記１⑹）、上記のとおり、審査請求人は、本件裁決の違法事由とし

て本件事業認定の違法を主張することはできないのであるから、当該主

張も失当である。また、前記１に主張として掲記はしていないものの、

審査請求人は、公調委回答書の内容自体の違法もるる主張しているが、

同様に当該主張も失当である。 

 

⑵ 審査請求人は、本件事業認定からａｊ年ａｋか月も遅れて行われた本

件裁決の時点では、水需要は事実と乖離して利水目的が失われている上、

本件事業は本件事業認定から合計ａｌ年（本件裁決前にａｍ年、本件裁

決後にａｎ年）もの工期延長が行われており、法第20条第３号及び第４

号を満たす状況にないから、本件裁決は、法第47条又は第１条若しくは

第２条に違反するし、本件事業認定は無効とするしかない旨主張する

（前記１⑺）。 

しかし、法には、収用及び明渡しの裁決を行う際、事業認定から長期

間経過している場合に、その事業計画について土地利用の合理性や公益

性が維持されているかについて収用委員会に審査義務を課すというよう

な規定は存しない。 

もっとも、法第47条第１項第２号は、「申請に係る事業計画が第18条第

２項第１号の規定によって事業認定申請書に添付された事業計画書に記

載された計画と著しく異なるとき」は、収用委員会は却下の裁決をしな

ければならないと規定している。そして、本件事業は、本件裁決の前に

事業の完成の時期を平成ａｒ年ａｓ月から平成ａｔ年ａｕ月に変更して

おり、延長がａｍ年と長期に及ぶ。そのため、処分庁は、この工期延長

が事業計画の著しい変更に当たるか否かを審査し、法第47条第１項第２

号の「著しい変更」に該当しないと判断している。その判断に違法又は

不当な点があるとは認められないから、本件裁決が法第47条に違反して

いるということはできず、法第１条や第２条に違反しているということ

もできないし、本件事業認定が無効であるという理由もない。 
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⑶ 審査請求人は、本件裁決は、本件土地に居住しているａｄ世帯の人権

を侵害していると主張する（前記１⑻）。 

土地収用制度は、憲法第29条第３項の「私有財産は、正当な補償の下

にこれを公共のために用ひることができる。」を根拠とする制度であり、

法において、収用の要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等

について規定している。 

本件裁決の手続として、法第43条及び第63条の規定により、収用委員

会の審理の場や意見書の提出を通じて被収用者に意見を述べる機会が保

障されており、公共の利益の増進と私有財産の調整を図る観点から被収

用者の権利が損なわれないよう手続面での保障がなされている。処分庁

は法の規定に基づいた手続を行っており、その手続に違法又は不当な点

があるとは認められない。 

 

⑷ 審査請求人は、処分庁の中に不適切な発言をした委員がおり、処分庁

の審理判断は公正さを欠いていると主張する（前記１⑼）。 

 資料によると、不適切な発言をしたと報道された委員は本件裁決の審

理期日、議決に参加しておらず、その判断に関与したとは認められず、

処分庁が法の規定に違反した審理判断をした事実を認めるに足る証拠も

ない。したがって、審査請求人の主張は採用することができない。 

 

⑸ 審査請求人は、地権者との話合いの促進という事業認定の際の起業者

の公約が果たせない以上、本件裁決申請の取下げ勧告をすべきであった

と主張する（前記１⑽）。 

 しかし、事業認定の際に起業者が話合いの促進を目指していたが、そ

れができずに裁決申請に及んだからといって、その裁決申請の取下げを

処分庁において勧告すべきという理由はない。 

 

３ 以上のとおりであることから、審査請求人の主張は、いずれも理由がな

いものと考える。 
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（別紙） 

違法性の承継の基本的視点は、先行行為に対する行政争訟提起に期間制限

が設けられ、権利関係を早期に安定させる必要性が認められる状況下におい

て、先行行為段階で行政争訟提起に十分な手続保障を与えられなかった利害

関係者に対して、後行行為の争訟段階で例外的に先行行為に係る違法性の主

張を認めるのが権利救済の観点から相当であるかというものである。したが

って、事業認定に係る違法性の承継を判断するに当たっては、とりわけ、事

業認定を争うための手続保障がどれだけ利害関係者に与えられていたかに着

目して解釈する必要がある（参照、最判平成21年12月17日民集63巻10号2631

頁）。法は、これまでも、昭和42年及び平成13年の改正を通じて、起業者に対

し、事業認定前の事業説明会の開催を義務付け（法第15条の14）、起業地の表

示は土地所有者等が「自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれること

を容易に判断できるものでなければならない」と定める（法第18条第４項）

とともに、請求があったときの公聴会開催を義務付け（法第23条）、事業認定

をしたときは、その理由を告示しなければならないとしている（法第26条第

１項）。なかでも、補償等について周知させるため必要な措置を講ずることを

義務付ける規定は、その前提として、事業認定の了知を図る趣旨を含むもの

と解される（法第28条の２。周知措置の方法や具体的措置は、法施行規則第

13条、第13条の２において定められている。）。こうした諸規定は、土地所有

者等に対して事業認定の了知を図る上で重要な意義を有するものであり、こ

れら規定の遵守により先行行為に対する争訟機会が実質的に保障されるもの

と解することができる（例外的に、上記の補償等に対する周知措置が実施さ

れない場合や不十分にしかなされない場合などには、事業認定を争う手続保

障を欠くこと又は先行行為に重大な瑕疵があることを理由として、その違法

を裁決の審査請求段階で主張する余地が認められるというべきである。）。 

また、事業認定と収用裁決との間における違法性の承継は、各行為を対象

とした取消訴訟に関して争われる場合もあれば、各行為を対象とした審査請

求をめぐり論じられることもある。審査請求の場面で違法性の承継を判断す

るにあたっては、法が審査請求について定めた特則に注目することが肝要で

ある。法は事業認定に係る審査請求期間に関して、行政不服審査法と同様に

３月と定めていることから、両法の間に差異は存在しない（行政不服審査法

第18条第１項、法第130条第１項）。しかし、審査請求の起算点について、法

は、事業認定に関して「事業認定の告示のあった日」と客観的な定めを置い

ている点で、他の処分について審査請求人が処分の存在を知ったことを前提

に規定されていることと比較すると、事業認定をめぐっては法律関係を早期

に確定することに配慮していると解する余地が残されている。 
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さらに、法は、その改正を通じて、審査請求段階における主張制限の範囲

を拡大しており、損失補償に関しては不服を審査請求の対象から除外して、

専ら形式的当事者訴訟で争う趣旨を明確にしてきた（法第132条第２項、第

133条第２項）。これと比較すると、裁決に対する審査請求段階で事業認定の

違法性主張を制限できるかといった問題に関して、法は主張制限の趣旨を損
ちょくせつ

失補償に関する事項ほど直截には定めていない。しかし、事業認定の違法に

係る主張制限を前提にしたものと解する余地のある規定が見られる。具体的

には、法第43条第３項及び第63条第３項が、「事業の認定に対する不服」を

「収用委員会の審理と関係がないもの」と定めることは、そうした趣旨をう

かがわせるものである。 

上記の解釈を前提とすると、法は、審査請求の事例にあっては、事業認定

に係る法律効果については早期確定の必要性を重視していると解するのが相

当であり、事業認定と収用裁決との関係において、前者の瑕疵が収用裁決に

承継されたとして収用裁決の違法事由として主張できることが原則として必

要であるとまでは解されない。そのため、前記の例外的事情により手続保障

が不十分といった事情が認められない限り、収用裁決に対する不服の理由と

しては、収用裁決自体の違法事由を主張できるにとどまり、事業認定に係る

瑕疵を収用裁決の違法の理由とすることはできないというべきである。 

なお、事業認定に重大かつ明白な違法がある場合には、事業認定が無効で

あるため、裁決はその前提行為を欠くこととなり、裁決自体が成立要件を充

たさず違法となる点に関しては、これまでも見解の相違が見られない（これ

は、違法性の承継とは区別されるべき問題である。）。 
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（ ） 別記

番号 

国不収第 33号 

国不収第 35号 

国不収第 36号 

国不収第 37号 

国不収第 38号 

国不収第 39号 

国不収第 40号 

国不収第 41号 

国不収第 42号 

国不収第 43号 

国不収第 44号 

国不収第 48号 

国不収第 51号 

国不収第 53号 

国不収第 58号 

国不収第 59号 

国不収第 63号 

国不収第 65号 

国不収第 67号 

国不収第 70号 

国不収第 75号 

国不収第 77号 

国不収第 79号 

国不収第 81号 

国不収第 82号 

国不収第 86号 

国不収第 88号 

国不収第 89号 

国不収第 90号 

国不収第 91号 

国不収第 92号 

国不収第 94号 
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国不収第 95号 

国不収第 100号

国不収第 102号

国不収第 103号

国不収第 105号

国不収第 106号

国不収第 107号

国不収第 109号

国不収第 110号

国不収第 112号

国不収第 113号

国不収第 115号

国不収第 116号

国不収第 119号

国不収第 120号

国不収第 121号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




